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化学工場の爆発火災事故の増加とその影響について
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はじめに

化学工場における大規模な爆発火災が続発している。大量の危険物や高圧ガスを扱う化学工場には火災爆

発リスクが潜在するが、そのリスクは綿密な安全体制を維持することにより最小限に抑えられてきたはずで

ある。

本稿では、最近発生した化学工場の爆発火災事故の概要を紹介するとともに、近年の化学工場における環

境変化とそれによるリスクの増大要因、爆発火災事故による直接・間接的な被害状況、また、事故から派生

する影響について考察する。

1. A 社 X 事業所の事故事例

2011 年 11 月 13 日の午後 3 時 15 分頃に、A 社 X 事業所の第二塩ビ

モノマー製造設備で爆発火災が発生した。被害状況は以下が伝えられ

ている。

①人的被害として社員 1 名が死亡

②物的被害として、塩ビモノマー（以下、VCM）製造工程の塩酸塔

還流槽付近を中心に甚大な損壊、爆風及び飛来物による周辺プラ

ントでの一部損壊

③環境への被害として、1，2－二塩化エタンによる一時的な排水基

準値の超過

事故の調査及び原因究明は、「X 事業所事故対策委員会」と社内委員

5 名、社外委員 5 名による「事故調査対策委員会」により行われ、事

故の状況及び事故原因の特定、並びに再発防止策が承認された。事故

原因は複雑な要因が絡まりあって発生しているため、事故の発端事象

から事故の発生までを 4 つのフェーズに分類整理して報告されている。

報告内容は専門性の高いものであり、理解するのが困難な部分もある

が、事故概要、原因の要約と筆者の考察は次のとおりである。

写真 1 爆発火災事故の様子

（毎日新聞社）
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フェーズ 1：発端事象11月 13 日 3：39～3：52

概要：VCM 精製工程と一連のプラントにある機器の緊急遮断弁が誤作動により閉止し、VCM 精製工程の一

部がインターロックにより緊急停止した。

原因：誤作動の原因は、緊急遮断弁に設けられたバルブポジショナーのトルクモーターコイルの温度変化に

よる接触不良であった。

考察：事故の発端事象であるが、点検や保全作業が十分に行われていても、機器の故障や誤作動といった不

具合を皆無にすることは難しい。発端事象としての直接原因は緊急遮断弁の誤作動であるが、大事故

となった真の要因はフェーズ 2 以降にあると考えるのが一般的であろう。一方で、点検や保全の管理

運用に問題がなかったかという視点も必要である。緊急遮断弁の誤作動がなければ、今回の事故は防

止できたとも考えられ、日ごろの点検や保全により、機器の故障や誤作動を最小限に抑える管理が重

要である。

フェーズ 2：進展事象11月 13 日 3：53～5：56

概要：フェーズ 1 で緊急停止した VCM 精製工程と関連したプラントを順次緊急停止した。このため、プラ

ント中の塩酸（以下、HCL）の組成が異常となった。また、塩酸還流槽に VCM が多量に流入した。

原因：アラーム（温度異常によるアラームと推定される）に気がつかなかったなど、塩酸塔の塔頂温度が適

切に管理されなかったために、HCL が組成異常となった。これにより塩酸還流槽内では組成異常の

HCL と VCM の混合状態が作られた。

考察：HCL に可燃性はないが、VCM は沸点が－13.9℃、引火点が－78℃の可燃性物質であり、不燃物用に作

られた塩酸還流槽に VCM が流入した状態は、かなり火災危険が高まっていたものと推定される。HCL

の組成異常と、塩酸還流槽に VCM が流入する事態は想定されていたようであるが、このような状態

を作り出した原因が HCL の組成異常にあるのであれば、HCL の組成異常は防がなければならなかっ

た事象である。

フェーズ 3：確定事象11月 13 日 5：57～8：40

概要：HCL の組成異常により、VCM プラントの全工程を停止した。また、フェーズ 2 で VCM が多量に流入

した塩酸還流槽での還流操作を停止し、閉鎖した。

原因：HCL と VCM から 1,1－二塩化エタン（消防法危険物第 4 類第 1 石油類）を生ずる異常反応の知識が不

十分であった。塩酸還流槽を閉鎖したことにより、急激な温度圧力上昇の要因を作った。

考察：HCL と VCM による 1,1－二塩化エタンが精製する異常反応の知識がなく、塩酸還流槽を閉鎖してしま

ったことで爆発のリスクが著しく高まってしまった。この反応は、通常の VCM 精製工程では起こり

えない異常反応であるが、さらに、発熱を伴う反応であったため、密閉されたタンクの中で反応が急

速進行し、最終的には急激な温度と圧力の上昇（暴走反応）を招いてしまった。化学工場の爆発事故

は暴走反応、あるいは異常反応によることが多く、今回のケースでは異常反応が発熱を伴ったために

暴走反応に発展したが、暴走反応による温度上昇が異常反応とつながり爆発にいたるケースもみられ

る。化学工場では通常取り扱う原料、中間体、製品についての危険性を把握しなければならないこと

はもちろんであるが、圧力、温度、触媒といった条件の変化によって、さまざまな反応が起こる可能

性があるので、あらゆるケースで起こりえる異常反応についても把握しておくことが望まれる。今回
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の事例では、同一プラント内で、場合によっては混合する危険のあった HCL と VCM の反応を把握し

ていなかったために、爆発環境を作り出してしまっている。

フェーズ 4：終末事象11月 13 日 8:41～15：24

概要：塩酸還流槽内では、HCL と VCM の混合物の液面が高かったため、混合物が槽内の塩化第二鉄（さび）

と接触した。これによる触媒作用で 1,1－二塩化エタンを生ずる化学反応が起きた。この反応は発熱反

応であったため、約 6 時間の間に槽内の温度圧力が急上昇し､槽が破損した結果、内容物に着火して爆

発が発生した。さらに、この爆発により他の塔槽類から多量の VCM、プロピレンが漏えいし、火災が

発生した。一方、塩酸還流槽には、退避設備として塩酸一時受タンク（通常は空）が設けられている

が、塩酸還流槽から HCL と VCM の混合物が塩酸一時受タンクへ移液したため、塩酸一時受タンクで

も 1,1－二塩化エタンの生成反応が起き、塩酸還流槽同様に温度と圧力が急上昇して爆発火災が発生し

た。

原因：塩酸還流槽と塩酸一時受タンク内に反応触媒となる塩化第二鉄（さび）が存在したため、1,1－二塩化

エタンを生ずる発熱反応が進行し、温度圧力が急上昇して槽を破壊した。

考察：フェーズ 3 で爆発環境となった HCL と VCM の混合物であるが、タンク内のさびがこの反応の触媒と

なり反応を促進させる結果となった。タンク内部のさびは、突然発生するものではないことから、少

なくとも通常使用される塩酸還流槽の内側上部と、不測の事態のために設置された塩酸一時受タンク

については、点検や保全が十分に行われていなかったということになる。このさびが、触媒となり、

異常反応、暴走反応を加速させ、最終的には爆発に至っている。

X 事業所は、2012 年 4 月 27 日付けで「高圧ガス保安法に基づく X 事業所の認定保安検査実施者」の認定

取消しの行政処分を受けている。認定取消しの影響は、X 事業所は自ら保安検査を行うことができなくなり、

所在地の県知事等が行う検査をうけることになった。認定取消しの理由として、爆発火災事故の影響が大き

いこととともに、平成 19 年に作業リスクを低減するためのマニュアルの修正が提案されていたが、マニュア

ルの改定が行われておらず、保安管理システムの継続的改善を求める認定基準への不適合となったことが挙

げられている。
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2. B 社 Y 工場の事故事例

2012 年 4 月 22 日の午前 2 時 15 分に B 社 Y 工

場のレゾルシンプラントで爆発火災事故が発生

した。現在のところ（2012 年 5 月 15 日現在）、

事故内容は、午前 2 時に a プラントで爆発火災

発生、その後 b プラント及び動力プラント配管

ラックに延焼、午前 8 時にレゾルシンタンクで

爆発というものであり、被害状況は以下のよう

に伝えられている。

①人的被害として社員 1 名が死亡、社員 7 名

と協力会社社員2名および社外で16名の合

計 25 名が負傷（うち 2 名が重症）

②物的被害として a、b プラントが損傷、他

16 プラントでガラス・スレート等の破損、

近隣家屋の損傷 999 件

この事故の影響により 5 月 2 日現在で Y 工場の全 29 プラント中 26 プラントが停止中であり、復旧にはか

なりの時間を要するものと推定される。

爆発火災が発生したプラントで精製されるレゾルシンは、主にタイヤ、木材の接着剤原料であり、その他、

還元力の強さを活かした殺菌剤や蛍光染料の原料としても利用される。その精製は、フェノールとアセトン

の合成法として知られるクメン法に近いもので行われていると推定される。レゾルシンの原料として用いら

れる、ベンゼン（消防法危険物第 4 類第 1 石油類）、プロピレン（可燃性ガス）は、ひとたび漏えいすると、

静電気や高温により容易に着火する。また、精製工程の中間体となる、1,3－ジイソプロピルベンゼンパーオ

キサイド（消防法危険物第 5 類第 2 種自己反応性物質）は反応性に富み、可燃性はもちろんのこと、衝撃、

金属、酸と爆発的に反応するおそれがある。このため、事故原因は漏えい、異常反応、暴走反応などさまざ

まな要因が考えられる。B 社は、事故原因の究明及び類似事故防止策を講じるべく、社外の学識経験者及び

専門家のみにより構成される「事故調査委員会」を設置し、5 月 1 日に第 1 回委員会を開催しているが、具

体的な事故原因の究明はこれからであり、「事故調査委員会」の報告が待たれる。

写真 2 爆発火災の様子

（毎日新聞社）
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3. 事故増加の背景

化学工場のように危険物を取り扱う施設は、一般取扱所、製造所など、定められた用途によって消防法に

より規制されており、その事故統計は総務省消防庁から公表されている。化学工場の事故は近年どのような

推移となっているのだろうか。

図 1 危険物施設の事故発生状況

報道資料「平成 23 年の危険物に係る事故の概要の公表」（平成 24 年 5 月 25 日）総務省消防庁

危険物施設からの火災・流出事故は、平成 6 年を境に全国的に増加傾向に転じ、現在は過去最悪で推移し

ている（図 1）。一方で、危険物施設数は平成 6 年の 560,790 件に対し、平成 23 年 455,829 件と減少傾向（△

104,961 件、△22.8％）にあることから、危険物施設における火災・流出事故のリスクは高まっていると見る

ことができる。前述の A 社 X 事業所や B 社 Y 工場の事故事例はとくに大規模であるが、危険物施設の事故

が近年増加傾向であることは、問題視され続けている。また、この背景として、以下に示すような社会環境

の変化が指摘されている。

①熟練技術者の大量退職による技術伝承の不足

②設備管理・保全業務のアウトソーシング化

③生産ラインの省力化や高度なシステム化

④設備の経年劣化による老朽化、メンテナンスコストの削減

このような状況を鑑み、総務省消防庁では平成15年から、危険物関係業界・団体、研究機関、消防関係行

政機関等から構成される「危険物等事故防止対策情報連絡会」を開催するとともに、構成メンバーが行う事

故防止対策の行動計画として、年度ごとに「危険物事故防止アクションプラン」をとりまとめ、官民一体と

なった事故防止対策を推進している。
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平成 24 年度の危険物事故防止アクションプランは、「業種を超えた事故の情報の共有」により同様の事故

をできるだけ減らすとのスローガンを掲げており、具体的には、①地震・津波対策の推進、②日常点検の推

進、③保安教育の充実、④経年劣化による流出事故防止対策の推進、の 4 点を重点項目として取り上げてい

る。事故が増加している背景からも一朝一夕に解決できる問題はないことは明らかであるが、官民一体とな

った取組みによる事故防止効果が期待される。

4. 事故の影響について

4.1. 財務に与える影響

爆発火災事故の発生により企業は損失を受けることになるが、この損失はどの程度の大きさになるのだろ

うか。まず、一般的に爆発火災によって発生する損失は以下のものが考えられ、これらの合計が企業にとっ

ての損失となる。

①建物、機械設備など固定資産の滅失や破損による損失

②原料、製品、仕掛品など棚卸資産の滅失や毀損による損失

③残存物の撤去費用による損失

④使用者に人的被害が発生した場合には労働災害補償による損失

⑤近隣に被害が及んだ場合にはその損害賠償または見舞金による損失（火災の被害は、故意、重過失がな

ければ失火責任法により賠償責任を問われないが、爆発事故は失火責任法の適用対象外となる）

⑥生産停止にともなう売上高の減少による損失

⑦製品の供給継続のために行う代替品の調達による損失

その他の風評被害、マーケットシェアの喪失による損失など

損失の大きさは爆発火災や資産の規模によって当然変わるが、前述した A 社は株式上場企業なので、財務

諸表が公開されている。これを基に X 事業所の爆発火災事故を例に損失の中身を推定してみる。

業績への見通しに関する情報開示は 2012 年 2 月 3 日に、爆発火災による 2012 年 3 月期通期連結決算への

影響として、営業利益の減少額（生産・販売の減少および代替品の調達による損失等、上記の⑥～⑦が該当）

50 億円と、特別損失（事故に起因するプラント停止に伴う固定費等、上記の①～⑤が該当）20 億円がニュー

スリリースされた。その後 2012 年 5 月 10 日の決算短信で 2011 年度 3 月期通期連結決算が発表され、爆発火

災事故の 2011 年度決算への影響が確定した。その結果、売上高が△195 億円、営業利益が△64 億円、特別損

失が 24 億円（損益計算書の爆発火災損失は 2,433 百万円）で、2011 年度損失額の合計は 88 億円となった（受

取保険金による収入が 30 億円であるため、差額が爆発火災による純損失となる）。また、2012 年度も生産・

販売の減少および代替品の調達による損失は継続的に発生し、同決算短信によれば、2012 年度の見通しとし

て、営業利益△70 億円（主に売上高の減少）、経常利益△10 億円（営業外費用の増加）が発生し、損失の合

計は 80 億円（受取保険金見込 70 億円）となっている。

このように、爆発火災の損失は一時的（火災の発生から半年程度）には①～⑤である。体力の弱い企業で

あれば、この時点で事業継続に影響しかねない重大事であるが、企業が被る損失はこれらにとどまらない。

一時的な損失をカバーしたとしても、依然として⑥～⑦の損失は継続的に発生し、その後数年間に及ぶこと
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が通常である。上記のケースでも、一時的に発生する損失（特別損失）は 24 億円であるが、継続的に発生す

る損失（営業利益・経常利益の減少額）は、事故発生から翌年度末決算までの約 1 年半で 144 億円である。

さらに、損失の額こそ徐々に減少するものの、翌年度決算（2013 年度）以降も引き続き影響が残ると推測さ

れる。こうしてみると、改めて爆発火災事故が経営に与える影響の大きさを認識することができる。

4.2. サプライチェーンに与える影響

A 社 X 事業所で製造される VCM、苛性ソーダは、全国的に見ても同事業所のシェアが高いため、爆発火

災事故によるサプライチェーンへの影響が心配された。製造から物流、小売までの各企業が販売情報や需要

予想の数値を共有化することで、品切れや在庫を減らし、過不足なく低コストでタイムリーに商品を提供す

るという考え方、いわゆるサプライチェーンマネジメントが一般的となり、近年は各企業が経営課題として

取り組んできた。その結果として、在庫の削減や生産、物流の効率化が図られてきたわけであるが、一方で、

在庫の削減、生産や物流拠点の集約は大規模自然災害に脆弱であり、原料や部品の調達ができないために、

生産ができない、あるいは調達コストが高騰したという事例が東日本大震災後に取り沙汰されたのは記憶に

新しいところである。そのため、ここでは VCM と苛性ソーダのサプライチェーンが価格に与えた影響につ

いて検証してみる。

表 1 VCM と苛性ソーダの取引価格指標 2011 年 2 月基準

年 月 苛性ソーダ VCM 事象

2011 2 100 100
2011 3 100 105 3.11東日本大震災
2011 4 100 111
2011 5 100 111
2011 6 100 111
2011 7 99 110
2011 8 99 108
2011 9 99 108
2011 10 98 105
2011 11 97 102 11.13A社X事業所爆発火災
2011 12 97 103
2012 1 97 104
2012 2 97 104
2012 3 97 106
2012 4 102 106

「日本銀行国内企業物価指数 2005 年基準」より当社作成

VCM、苛性ソーダは共に基礎的な化学製品であるため、企業間で取引される財の価格変動を示す「国内企

業物価指数」によりその価格の割合（100 を基準として低ければその割合だけ安い、高ければその割合だけ

高いという見方をする）が公表されている。ここではこれを用いて、東日本大震災前からの価格推移を示し

た（表 1）。建築材料や雑貨品などの塩化ビニル製品は、東日本大震災の影響（VCM のシェアを占める信越

化学工業やカネカが被害を受けたため）で価格が高騰した製品と言われている。これを踏まえて VCM の価

格推移を見ると、2011 年 3 月以降の値上がり傾向が明らかで、東日本大震災のあった 2011 年 3 月に 5 ポイン

ト、翌月にはさらに 6 ポイント値上がりし、数ヶ月にわたり高止まりしている。一方で、苛性ソーダは東日

本大震災による影響はみられない。

また、A 社 X 事業所で爆発火災事故のあった、2011 年 11 月以降をみると、VCM、苛性ソーダとも大きな

価格の変動はない。これは、A 社 X 事業所は生産設備に大きな被害を受けたものの、他社、海外などからの
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調達により供給責任を果たした結果、サプライチェーンへの影響を小さくとどめることができ、価格変動を

抑えた奏功事例とみることができよう。ただし、2012 年 4 月に苛性ソーダが 5 ポイント、VCM も 2011 年 11

月以降徐々に値上がり傾向がみられることから、爆発火災事故の影響が全く否定されるものではない。

一方、B 社 Y 工場の事故では、サプライチェーンへの影響が懸念されている。現在停止中のプラントで精

製されていた、メタパラクレゾールは半導体の製造工程に不可欠なレジスト材料であり、半導体用途での世

界シェアは 8 割を占めていたため、生産停止による半導体メーカーへの影響が一部報道されている。具体的

な影響については、今後明らかになっていくものであるが、この事故によるサプライチェーンへの影響につ

いても慎重に推移を見守っていく必要があると考える。

5. 企業の対応について

爆発火災事故の影響への対応としてどのような方法が考えられるのだろうか。

財務に与える影響への対策としては損害保険（火災保険、利益保険等）が挙げられる。企業はこれらの損

害保険に加入することが一般的であること、4.1 で述べた損失（①～⑦）の多くは損害保険で補償されるリス

クであることから、このようなケースでの損害保険によるリスクヘッジは妥当かつ有効といえる。ただし、

損害保険に加入する前段として、企業は、「リスクアセスメント」、「リスク対応（リスクの回避や低減など）」

といったリスクマネジメントのプロセスに沿った活動を行なうことが求められる。このような、リスクマネ

ジメント活動を計画・実施するにあたっては、前述した総務省消防庁「危険物事故防止アクションプラン」

で挙げられた事故防止の重点項目を踏まえることが重要である。また、リスクマネジメント活動の実効性を

把握するために、損害保険会社のリスクマネジメント関連会社等が行なう「リスク調査」を利用する方法も

ある。

サプライチェーンから受ける影響への対策としては、まず、これまでの効率性を優先したサプライチェー

ンマネジメントから、リスクへの強さを考慮したサプライチェーン作りが優先課題となる。また、各企業に

は、調達不能による生産停止を回避するために、複数の調達先を準備することはもちろん、「サプライチェー

ンにボトルネックはないか」、「調達先が同時に停止することはないか」、「有事に供給責任を果たすだけの能

力はあるか」、「代替品の調達は可能であるか」、「生産・物流工程の潜在危険は十分に管理されているか」な

ど、被害想定を基にサプライチェーンや調達先の評価を実施し、問題点があればその都度対応できるような

体制作りが望まれる。
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